
参考図

北区

凡 例

説 明

区域変更及び供用開始する部分

区域変更する部分（ただし、供用開始は保留する。）

供用開始する部分

町 丁 界

国道１７６号（１）（４）間のうち（３）部分を区域変更及び供用開始し、
（２）（３）間及び（３）（５）間を供用開始する。
北区第３０号線（６）（９）間［（８）を経る。］のうち（７）部分を区域
変更し、（８）（10）間を供用開始する。

大淀北
公 園

市 営
大淀北
住 宅

大淀北一丁目
中津六丁目

(2)

(6)

(5)

(1)

(3)

中 津
七丁目

水道局
大 淀
配水場

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)


	スライド 1

